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国立大学法人一橋大学事業報告書

「国立大学法人一橋大学の概要」

１．目標

(大学の基本的な目標）

一橋大学は、市民社会の学である社会科学の総合大学として、日本におけるリベラルな政治経

済社会の発展とその指導的、中核的担い手の育成に貢献してきた。人文科学を含む研究教育の水

準はきわめて高く、創立以来、国内のみならず国際的に活躍する、多くの有為な人材を輩出して

いる。この歴史と実績を踏まえ、21世紀に求められる先端的社会科学の研究教育を積極的に推進

し、その世界的拠点として、日本、アジア及び世界に共通する重要課題を理論的、実践的に解決

することを目指す。

使命）（

そのために、次の三つの事項を本学の使命とし、それぞれにつき、グローバルな情報ネットワ

ーク及び人的ネットワークを構築しつつ、より具体的な中・長期的目標を設定する。

① 新しい社会科学の探究と創造

・ 伝統的社会諸科学の深化と学際化及び教育研究組織の横断化

・ 言語・歴史・哲学・文学など人文諸科学や、４大学連合における連携を中心とした自然科

学的研究との協同

・ 研究環境・研究成果の国際的高度化

新しい社会科学の探究と創造」を推進するために、学外者を含む「研究カウンシル」を設

ける。

② 国内・国際社会への知的・実践的貢献

・ 実務及び政策への積極的な貢献

③ 構想力ある専門人・理性ある革新者・指導力ある政治経済人の育成

・ 国際性と市民的公共性を備えた専門人教育の本格化

・ 教育の再編・高度化

＊専門人とは、企画立案型の国家・国際公務員、弁護士や公認会計士、企業関係の高度専

門職業人だけでなく、研究者、評論家、ジャーナリスト、NPO参加者など、自己の高度の専

門知識によって市民公共的に活動する知的プロフェッショナルを指す。

２．業務

（教育）

教育委員会の下に設置された全学教育WGでは、検討を促進するため、副学長が座長となり、

各方面の意見を集約し、最終報告案を作成・提示する体制を整え、平成19年度中の最終報告

の取りまとめに向けて精力的に検討を進めた。

また、平成18年の第一回新司法試験では、本学法科大学院第一期修了生が受験し、複数合

格者を出した法科大学院では全国１位の合格率を獲得した。

このほか教育内容等の改善の取組を挙げると、次のとおりである。

【教育内容の充実・向上】

(1)本学同窓会組織「如水会」による寄附講義「社会実践論 （平成13年度から実施）に続き、」

如水会の協力を得て、各界の第一線で活躍する本学卒業の社会人・ビジネスリーダー約100名

による「キャリアゼミ」を平成18年度から開講した。

(2)社会学部・社会学研究科では、社会調査士・専門社会調査士資格認定に必 要な新カリキ

ュラムに基づく開設科目を整備した。

【教育実施体制等の改善】

(1)GPA制度検討委員会による最終報告に基づき、平成20年度からのGPAの導入を決定した（卒業

要件としては平成22年度入学者から適用 。併せて、GPA導入の前提として「成績説明請求・）
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再請求制度」を創設し、平成19年度から実施するための準備を行った。

(2)学部、大学院で外国人教授を招聘し英語による講演や授業を行い、英語による教育に触れ

る機会を増やした。また、大学院生については、国際シンポジウムやセミナーなどで報告さ

せるだけでなく、その企画・運営に主体的に参加させ、国際的に活動できる多面的能力をつ

けるために実践的教育を行った。

(3)複合領域・学際領域での四大学連合における教育連携を一層推進するため、東京医科歯科

大学との間で出張授業を双方向で実施、併せて履修登録の簡素化等の改善に向けた検討を実

施した。

(4)平成17年度に整備した規則に基づき、大学院長期履修学生として、平成18年度に２名を受入

れた。

【教育開発プロジェクト】

学長のリーダーシップの下で、４件の教育開発プロジェクトを学内予算で 積極的に支援し

た。

【留学生交流】

51ヶ国から約520名の外国人留学生を受け入れるとともに、本学「海外留学奨学金制度」等

により70名強の学生・院生を海外へ派遣（昭和62年度からの累計で約710名を派遣）した。

【学生支援の充実】

(1)COEプログラムや寄付金等により、優秀な大学院生84名をRAやCOEアシスタントに採用した。

(2)一橋大学基金を財源とした「学業優秀学生奨学金制度 （国公私立大学を通じて高額の年間」

96万円を奨学金として給付）を創設し、平成19年度から実施することとした。

【自己点検・評価及び情報提供】

(1)平成17年度に実施した「学生生活実態調査」を取りまとめ、学内外に広く公表するととも

に、自己点検評価報告書として、本学卒業生及び企業人事担当者へのアンケート調査結果を

基にした「卒業生・企業からみた一橋大学」並びに在籍学部学生及び教員へのアンケート調

査結果を基にした「学士課程教育 現状と課題」を取りまとめ、教育改善に向けて活用した。

(2)大学説明会やオープンキャンパスの充実を図るとともに、11月の大学祭期間中に入試説明

会を新たに開催した。

（研究）

研究では多くの外部資金を受け、国際的拠点形成に向けて活動すると同時に、萌芽的研究

にも配慮し、将来の発展に備えた。また、研究情報の発信や研究評価についても体制を整え

た。

【研究プロジェクト】

(1)大学戦略推進経費にCOEプログラム特別枠を設け、４件のプロジェクトに対して積極的に支

援した。

(2)萌芽的研究や学際的研究を支援するために、学内予算で研究プロジェクトを募集し、継続

課題について中間評価を行うと同時に新規の課題を採択した。

【国際的研究拠点形成】

(1)EU Institute in Japan（以下 「 東京コンソーシアム」という ）が、ヨーロッパにお、 。EUIJ
けるEU研究の拠点であるEuropean University Instituteと学術交流協定を締結した。

(2)国際的活動の一層の進展のため、平成19年度に「世代間問題研究機構」を設置し、世界銀

行など海外の機関と連携して研究を進めることを決定した。

(3)今年度もCOEプログラムや各研究科が中心となって多数の国際シンポジウム、コンファラン

ス、ワークショップを行った。成果も多数発表されている。

(4)世界的研究ネットワークのための基本データとして、招聘研究者のデータベースを作成し

た。

【研究成果の社会的還元】

(1)研究成果を積極的に公表し、専門家としての社会連携活動を多様に展開するとともに、こ

れらの活動を詳細に把握するため、全学研究者データベースを構築した。

(2)EUIJ東京コンソーシアムが放送大学と連携して「EU論」を開設した。

【研究水準・成果の公表】

(1)科学研究費補助金の新規採択率で今年度も全国１位となった。
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(2)一橋大学ディジタルアーカイブズを機関リポジトリに転換し、研究成果を積極的に発信す

る準備を整えた。

【研究評価】

(1)各部局に研究評価委員会を設置した。また、各部局研究活動の評価のためのガイドライン

を策定した。

(2)平成19年度に受審することとした認証評価に際して 「選択的評価事項A 研究活動の状況」、

をあわせて受けることとした。

（社会連携・国際交流）

社会連携・国際交流に関する取組みも例年どおり、積極的に推進された。

【社会連携強化の主要取組】

(1)社会貢献委員会を中心に 「一橋大学公開講座 「開放講座 「移動講座」を企画、実施し、 」、 」、

た。

(2)著名外国人教授を招聘し、講演会を開催した。

【国際交流】

( )国際戦略本部が平成 年度に作成した国際戦略構想に基づき、アクションプランを作成し1 17
た。

( )国際・公共政策大学院では、IMFと共同でエグゼクティブリーダーシッププログラムのセミ2
ナー「Hitotsubashi Executive Program for Ｍacroeconomic Policymakers」が実施され、学

外からはのべ48名が参加した。

(3)北京事務所の活用による定期的な日中産学論壇（セミナー）を開催した。今年度は日本大

使館の後援を得た。

(4)中国北京市に「北京如水会留学生会」が組織された。

（業務運営の改善及び効率化）

業務運営の改善及び効率化は教育研究活動の基礎的、組織的条件であるとの観点から、以

下のように積極的にこれに取組んだ。

【学長のリーダーシップの強化】

(1)学長が「大学運営の基本方針」を発表し、運営の方向性を全学に明らかにした。

(2)学長のもとに副学長、役員補佐をおき、リーダーシップが機動的に推進される体制を持続

した。

(3)副学長のもとに各種委員会を置き、戦略的な運営を図り、実行を迅速化した。

【人事の適正化】

教員制度・評価検討WG及び一般職員評価検討WGにおいて教職員の評価制度を検討し、事務職

員については第１次試行評価を実施した。

【業務運営の効率化】

(1)係体制をグループ制に変更した。

(2)事務改善推進部会を設け、事務改善の年度計画を策定した。

【財務内容の改善】

(1)一橋大学基金充実のために本格的募金活動を開始した。

(2)経費の節減に努めるとともに、外部資金の獲得を目指し、科学研究費補助金などで多くの

成果を得た。

【監査機能の充実】

内部監査室において、定期監査及び随時監査を実施するとともに、平成19年度からさらに

監査機能の強化を図ることを決定した。

【自己点検・評価】

(1)自己点検評価報告書「卒業生・企業から見た一橋大学」及び教養教育・学部教育を含む「学

士課程教育 現状と課題」を作成、公表した。

(2)年度計画進捗管理システムを導入した。

(3)全学研究者データベースなど各種データベースを構築し、評価の基礎データを作成した。

【危機管理】

( )学長を委員長とする「研究費の不正対策検討特別委員会」において 「研究機関における公1 、
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的研究費の管理・監査のガイドライン」を踏まえ、不正行為を防止するための経費管理・監

査体制の充実等に努めた。

(2)「地震防災対策マニュアル」及び「海外危機管理マニュアル」を策定するとともに 「一橋、

大学危機管理規則」の制定を行い、副学長を室長とする危機管理室を設置した。

【情報・広報】

(1)すべての情報処理の根幹にかかわる「全学情報化グランドデザイン」を作成し、情報化の

基盤構築のための計画を決定した。

(2)広報活動の重要性の観点から、ホームページの改善につとめ、利用しやすさという観点か

ら国立大学で２位の評価を得た。

(3)大学ロゴマークを策定、スクールカラーも決定するなど大学のイメージ戦略に取組んだ。

【施設マネジメント】

環境が大学にとって重要であるとの観点から、施設マネジメントの実施に取組み、施設利

用に関する規則を全面的に見直し、施設利用の基本的な規則としての「施設の有効活用に関

する規則」を制定した。

【その他】

卒業生・修了生に対し、本学の最近の活動に関する情報を発信するとともに、交流の場を

提供することにより、本学の活動に理解を得ることを目的として、第１回の「ホームカミン

グデー」を企画、実施した。

３．事務所等の所在地

本部、国立キャンパス：東京都国立市

小平国際キャンパス ：東京都小平市

神田キャンパス ：東京都千代田区

４．資本金の状況

１５７，８４３，５３７，５３４円（全額 政府出資）

５．役員の状況

役員の定数は、国立大学法人法第１０条により、学長１人、理事４人、監事２人。

任期は国立大学法人法第１５条の規定及び国立大学法人一橋大学基本規則の定める

ところによる。

役 職 氏 名 就任年月日 主な経歴

学長 杉山 武彦 平成 16年 12月 1日 平成 16年 4月理事（副学長）

～平成 20年 11月 30日 平成 13年 12月副学長

平成 12年 4月商学研究科長

平成 10年 8月商学部長

理事（専任） 西村 可明 平成 18年 12月 1日 平成 14年 3月経済研究所長

～平成 20年 11月 30日

（ ～再任）16.12.1

理事（専任） 田﨑 宣義 平成 16年 12月 1日 平成 13年 4月社会学研究科長

～平成 18年 11月 30日 平成 12年 4月副学長

平成 10年 12月学生部長
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理事（専任） 坂内 德明 平成 18年 12月 1日 平成 14年 5月言語社会研究科長

～平成 20年 11月 30日

理事（専任） 伊藤 邦雄 平成 16年 12月 1日 平成 14年 8月商学研究科長

～平成 18年 11月 30日

理事（専任） 山内 進 平成 18年 12月 1日 平成 16年 4月法学研究科長

～平成 20年 11月 30日

理事 非常勤 菅澤 武彦 平成 16年 12月 1日 三菱樹脂㈱相談役（ ）

～平成 18年 11月 30日

理事 非常勤 石坂 芳男 平成 18年 12月 1日 トヨタ自動車㈱相談役（ ）

～平成 20年 11月 30日

監事 非常勤 住田 笛雄 平成 18年 4月 1日 公認会計士（ ）

～平成 20年 3月 31日 （住田笛雄事務所所長）

（ ～再任）16.4.1

監事 非常勤 依田 雅弘 平成 18年 4月 1日 スター・マイカ㈱監査役（ ）

～平成 20年 3月 31日 （非常勤）

６．職員の状況

教員769人（うち常勤407人、非常勤362人）

職員358人（うち常勤172人、非常勤186人）

７．学部等の構成

（学部）

商学部、経済学部、法学部、社会学部

（研究科）

商学研究科、経済学研究科、法学研究科、社会学研究科

言語社会研究科、国際企業戦略研究科、国際・公共政策教育部

(附置研究所等)

経済研究所、附属図書館、大学教育研究開発センター、総合情報処理センター

留学生センター、国際共同研究センター、イノベーション研究センター

社会科学古典資料センター、保健センター、学生支援センター

８．学生の状況

総学生数 6,532人

学部学生 4,554人

修士課程 693人

博士課程 772人

専門職学位課程 513人
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９．設立の根拠となる法律名

国立大学法人法

10．主務大臣

文部科学大臣

11．沿革

明治 8(1875)年 8月 森有礼が東京銀座尾張町に商法講習所を私設

明治17(1884)年 3月 東京商業学校と改称

明治20(1887)年10月 高等商業学校と改称

明治35(1902)年 4月 東京高等商業学校と改称

大正 9(1920)年 4月 東京商科大学となり、大学学部のほか予科、附属商学専門部、附

属商業教員養成所を置く

昭和 5(1930)年12月 国立校舎が完成し移転

昭和15(1940)年 4月 東亜経済研究所創設

昭和19(1944)年10月 東京産業大学と改称

昭和21(1946)年 3月 東亜経済研究所を経済研究所と改称

昭和22(1947)年 3月 東京商科大学の旧名にもどる

昭和24(1949)年 5月 東京商科大学を改組し一橋大学とし、商学部、経済学部、法社会学部

を置く

昭和26(1951)年 4月 法社会学部を法学部と社会学部とに分離し４学部とする

昭和28(1953)年 4月 大学院を設け、４研究科を置き、修士課程及び博士課程を置く

平成 8(1996)年 4月 言語社会研究科（独立研究科）修士課程及び博士課程を置く

平成 8(1996)年 5月 小平分校の廃止

平成10(1998)年 4月 国際企業戦略研究科（独立研究科）修士課程及び博士課程を置く

平成15(2003)年 5月 小平国際キャンパス完成

平成16(2004)年 4月 国立大学法人化、法科大学院設置

平成17(2005)年 4月 国際・公共政策大学院（専門職学位課程）設置

１２．経営協議会・教育研究評議会

○経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

杉山 武彦 学長

西村 可明 専任理事（副学長）

田﨑 宣義 専任理事（副学長）

（ ）H16.12.1～ H18.11.30

坂内 德明 専任理事（副学長）

（ ）H18.12.1～

伊藤 邦雄 専任理事（副学長）

（ ）H16.12.1～ H18.11.30

山内 進 専任理事（副学長）
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（ ）H18.12.1～

盛 誠吾 法学研究科長

高山 憲之 経済研究所長

金田 正男 事務局長

青木 利晴 ㈱ＮＴＴデータ取締役相談役

村上 輝康 ㈱野村総合研究所理事長

吉田 裕敏 弁護士（吉田裕敏法律事務所）

天野 郁夫 東京大学名誉教授

上原 英治 東京ガス代表取締役会長

竹下 守夫 駿河台大学長

辻 朋子 経営コンサルタント

○教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

杉山 武彦 学長

西村 可明 専任理事（副学長）

田﨑 宣義 専任理事（副学長）

（ ）H16.12.1～ H18.11.30

坂内 德明 専任理事（副学長）

（ ）H18.12.1～

伊藤 邦雄 専任理事（副学長）

（ ）H16.12.1～ H18.11.30

山内 進 専任理事（副学長）

（ ）H18.12.1～

山内 弘隆 商学研究科長

尾畑 裕 商学研究科教授

沼上 幹 商学研究科教授

田中 勝人 経済学研究科長

小田切 宏之 経済学研究科教授
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欺波 恒正 経済学研究科教授

盛 誠吾 法学研究科長

山部 俊文 法学研究科教授

高橋 滋 法学研究科教授

渡邊 治 社会学研究科長

（ ）H16.12.1～ H18.11.30

渡辺 雅男 社会学研究科長

（ ）H18.12.1～

渡辺 雅男 社会学研究科教授

（ ）H17.4.1～ H18.11.30

村田 光二 社会学研究科教授

（ ）H18.12.1～

落合 一泰 社会学研究科教授

佐野 泰雄 言語社会研究科長

糟谷 啓介 言語社会研究科教授

竹内 弘高 国際企業戦略研究科長

三浦 良造 国際企業戦略研究科教授

高山 憲之 経済研究所長

北村 行伸 経済研究所教授

黒崎 卓 経済研究所教授

斎藤 修 附属図書館長

山﨑 秀記 大学教育研究開発センター長

金田 正男 事務局長
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「事業の実施状況」

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況

（１）業務運営の改善及び効率化

① 運営体制の改善に関する実施状況

② 教育研究組織の見直しに関する実施状況

③ 人事の適正化に関する実施状況

④ 事務等の効率化・合理化に関する実施状況

（２）財務内容の改善

① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する実施状況

② 経費の抑制に関する実施状況

③ 資産の運用管理の改善に関する実施状況

（３）自己点検・評価及び情報の提供

① 評価の充実に関する実施状況

② 情報公開の推進に関する実施状況

（４）その他の業務運営に関する重要事項

① 施設設備の整備・活用に関する実施状況

② 安全管理に関する実施状況

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上

（１）教育に関する実施状況

① 教育の成果に関する実施状況

② 教育内容に関する実施状況

③ 教育の実施体制に関する実施状況

④ 学生への支援に関する実施状況

（２）研究に関する実施状況

① 研究水準及び研究の成果に関する実施状況

② 研究実施体制の整備に関する実施状況

（３）その他

① 社会との連携、国際交流等に関する実施状況

「 」 、 「 」事業の実施状況 については 別添 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書

を参照。
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Ⅵ．予算（人件費見積含む 、収支計画及び資金計画。）

１．予算 （単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額

（ ）決算－予算

収入

運営費交付金 ５，８２４ ５，８３３ ９

施設整備費補助金 ３８ ３５ △３

施設整備資金貸付金償還時補助金 － － －

補助金等収入 ７１ １５０ ７９

国立大学財務・経営センター施設費交付金 ２７ ２７ ０

自己収入 ３，８７７ ３，８８１ ４

授業料、入学金及び検定料収入 ３，６９２ ３，６５５ △３７

財産処分収入 － － －

雑収入 １８５ ２２６ ４１

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 ５７４ １，０５４ ４８０

長期借入金収入 － － －

計 １０，４１１ １０，９８０ ５６９

支出

業務費 ７，２２３ ７，０５１ △１７２

教育研究経費 ７，２２３ ７，０５１ △１７２

一般管理費 ２，４７８ ２，３１０ △１６８

施設整備費 ６５ ６２ △３

補助金等 ７１ １５０ ７９

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 ５７４ ７５６ １８２

長期借入金償還金 － － －

計 １０，４１１ １０，３２９ △８２

２．人件費 （単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額

（ ）決算－予算

人件費（退職手当は除く） ６，８６２ ６，５４３ △３１９
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３．収支計画 （単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額

（ ）決算－予算

費用の部

経常費用 １０，０５６ １０，３７５ ３１９

業務費 ９，３３２ ９，６１９ ２８７

教育研究経費 １，７１５ ２，１９０ ４７５

受託研究費等 １６４ １６２ △２

役員人件費 １２８ ８８ △４０

教員人件費 ５，７５８ ５，４３０ △３２８

職員人件費 １，５６７ １，７４９ １８２

一般管理費 ７１７ ６８４ △３３

財務費用 １ ０ △１

雑損 － ０ ０

減価償却費 ６ ７２ ６６

臨時損失 － － ０

収益の部

経常収益 １０，０５６ １０，７６２ ７０６

運営費交付金収益 ５，５３５ ５，８２６ ２９１

授業料収益 ３，１３０ ３，０６７ △６３

入学金収益 ４３６ ４６５ ２９

検定料収益 １２５ １４２ １７

受託研究等収益 １６４ １６２ △２

寄附金収益 ４０３ ４１６ １３

施設費収益 － ５２ ５２

補助金等収益 ７１ １４５ ７４

財務収益 １ ０ △１

雑益 １８５ ４０４ ２１９

資産見返運営費交付金等戻入 ６ ３５ ２９

資産見返補助金等戻入 － ０ ０

資産見返寄附金戻入 － ２６ ２６

資産見返物品受贈額戻入 － ２２ ２２

臨時利益 － － －

純利益 － ３８７ ３８７

目的積立金取崩益 － － －

総利益 － ３８７ ３８７
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４．資金計画 （単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額

（ ）決算－予算

資金支出 １０，６９６ １３，９８４ ３，２８８

業務活動による支出 １０，０４９ １０，３８３ ３３４

投資活動による支出 ３６２ ６６９ ３０７

財務活動による支出 １ ０ △１

翌年度への繰越金 ２８４ ２，９３２ ２，６４８

資金収入 １０，６９６ １３，９８４ ３，２８８

業務活動による収入 １０，３４６ １０，４８１ １３５

運営費交付金による収入 ５，８２４ ５，８２４ －

授業料、入学金及び検定料による収入 ３，６９２ ３，１９４ △４９８

受託研究等収入 １６４ １４２ △２２

補助金等収入 ７１ １５３ ８２

寄附金収入 ４１０ ７４１ ３３１

その他の収入 １８５ ４２７ ２４２

投資活動による収入 ６５ １６２ ９７

施設費による収入 ６５ ６２ △３

その他の収入 － １００ １００

財務活動による収入 １ － △１

前年度よりの繰越金 ２８４ ３，３４１ ３，０５７

Ⅶ．短期借入金の限度額

該当なし

Ⅷ．重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

該当なし

Ⅸ．剰余金の使途

該当なし

Ⅹ．その他

１．施設・設備に関する状況

施設・設備の内容 決定額（百万円） 財 源

アスベスト対策工事 ３５ 施設整備費補助金（ ３５）

小規模改修 ２７ 国立大学財務・経営センター

施設費交付金 （ ２７）
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２．人事に関する状況

（業務運営の改善及び効率化）

○教員制度・評価検討WGの下に、教員評価検討に関する専門委員会を設けて、現時点における

まとめを同WGに報告した。この結果を踏まえ、さらに教員の個人評価システムの構築に向け

検討を行った。

○一般職員評価検討WGで検討し、事務職員の処遇制度の改善を視野に入れて、10月から３ヶ月

間一般職員の評価を試行した。その後、同検討WGにおいて、アンケート調査等の結果を踏ま

えて改善のための検討を行い、平成19年度に第２次試行を実施することとした。

○教員制度・評価検討WGにおいて、学校教育法改正に伴う教員制度のあり方について検討を行

い、助教・助手等の取扱いについて、平成19年４月からの以下の方針を決定した。

「助手」は全て新「助手」に移行し、そのうち高度の専門性を持った補助業務に就く者を専

。 、 、門助手と位置付けた また IT関連業務など一部の業務については助教を採用するとともに

若手常勤教員は従来通り「専任講師」として採用することとした。

○教員制度・評価検討WGにおいて、教員の個人評価システムの構築について検討を行った。同

WGにおいては、教員の勤務実績を三段階に評価し、その評価結果を毎年の昇給に反映させる

方向で検討中である。

○平成18年度における学長裁量の運用枠使用は３名であったが、平成19年４月１日付でさらに

２名を国際戦略本部及びCIO室に専任教員として採用することとした。

○平成18年７月に、従来の業務分担を細分化された縦割りの係制から、大括りなグループ制に

変更し、事務配分の合理化及び意思決定の迅速化を図った。また、課長補佐は課長代理、係

長は主査に名称変更した。

また、業務量等に応じた適切な職員配置を行うため、退職により生じた欠員については、全

学的な観点から再配置することとした。

、 、○新たに大手民間企業の社員を北京事務所の所長に採用したほか 学生支援センターにおいて

学生の相談室にカウンセラーとして２名、社会学研究科において、平成19年度から開講する

寄附講義のプロジェクトディレクターとして２名を採用した。引き続き企画調査役に任用し

ている大手民間企業の社員をEUIJ東京コンソーシアムのディレクターに、私立大学の教員を

国際戦略本部のディレクターに採用した。

○平成19年度から始まる学校教育法改正に伴う助手等の取扱いについて、労基法上の任期と教

員の任期法による雇用期間を整備する等の方針を決定し、積極的な任期付の教員の採用を行

うこととした。

平成18年度の任期付教員の新規採用は４名であり、年度末の任期付教員合計は平成17年度に

比べ２名増の24名である。

○人事交流等により採用された教員の初任給決定に際し、前職と本学との給与に著しい差があ

る場合の特例措置を整備し、処遇面の改善を図った。また、企業との連携を円滑に行えるよ

うに 「兼業審査委員会」を設置し、営利企業役員兼業の審査を行うこととした。、

○平成18年度の教員採用総数は21名であり、女性教員は５名である。また、契約教員の採用総

数は14名であり、女性教員は６名、外国人教員は１名である。

○新規採用者７名のうち、女性４名を採用した。また、平成18年度に実施した海外研修（計２

名派遣）において１名の女性職員を派遣した。

○平成17年度と同様、平成18年度における新規採用者７名は全て関東甲信越地区国立大学法人

等職員採用試験合格者の中から採用した。

○初中級クラスの英語研修を実施し、４名が受講した。また、海外研修については、事前に研

修を実施した後、グラスゴー大学及びモナッシュ大学に各１名派遣した。

○新規採用者については、英会話実務能力を有する者を優先的に採用することとした。そのほ

か、英会話実務能力を有する者の採用方法等の検討を行った。

○平成18年度は大学評価・学位授与機構、東京学芸大学、電気通信大学、放送大学、情報学研

究所に合計10名の派遣を行うとともに、東京大学、東京学芸大学、情報学研究所から合計３

。 、 。名を受け入れた この他 実務研修生として大学評価・学位授与機構から２名を受け入れた

、 、○平成17年度に引き続き 人件費削減の観点から各部局の教育職員の採用を延期するとともに
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非常勤講師の採用及び単価の抑制を実施し、人件費改革削減目標額として、予算上60百万円

計上したが、決算上142百万円削減し、当初の目標を大きく上回る人件費を削減した。

（大学の教育研究等の質の向上）

○大学教育研究開発センター内に設けられた「教育力開発プロジェクト」により、全学FDの在

り方を検討・企画した。平成19年２月には、授業アンケートを活用した教育指導方法に関す

るFDシンポジウム「授業改善のダイナミクス」を実施した。



- 15 -

２．運営費交付金債務及び当期振替額の明細

（１）運営費交付金債務の増減額の明細

（単位：百万円）

当期振替額

交付金当

交付年度 期首残高 期交付金 運営費交 資 産 見 返 資本 期末残高

付金収益 運 営 費 交 剰余金 小計

付金

0 － 0 － － －１６年度 0

427 － 427 － － 427 －１７年度

－ 5,824 5,399 9 － 5,408 416１８年度

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成１６年度交付分

（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

成 果 進 行 基 運 営 費 交 付 0 ①成果進行基準を採用した事業等：学内配分研究プロジェクト業

準 に よ る 振 金収益 務

替額 ②当該業務に関する損益等

資 産 見 返 運 － ｱ)損益計算書に計上した費用の額：0

営費交付金 (消耗品費：0、旅費：0、その他の経費：0)

ｲ)自己収入に係る収益計上額：0

資本剰余金 ｳ)固定資産の取得額：0－

③運営費交付金収益化額の積算根拠

前年度より債務として繰越した学内配分研究プロジェクト業

計 0 務「ＥＵの経済に関する研究」の研究計画変更分（451,889円）

については、当年度計画どおりの成果を達成できたため、収益

化したものである。なお、451,889円は旅費として執行済み。

期 間 進 行 基 運 営 費 交 付 －

準 に よ る 振 金収益

替額

資 産 見 返 運 －

該当なし営費交付金

－資本剰余金

計 －

費 用 進 行 基 運 営 費 交 付 －

準 に よ る 振 金収益

替額

該当なし資 産 見 返 運 －

営費交付金
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資本剰余金 －

計 －

国 立 大 学 法

人 会 計 基 準 － 該当なし

第 7 7 第 ３ 項

に よ る 振 替

額

合計 0

②平成１７年度交付分

（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

成 果 進 行 基 運 営 費 交 付 9 ①成果進行基準を採用した事業等：学内配分研究プロジェクト業

準 に よ る 振 金収益 務

替額 ②当該業務に関する損益等

資 産 見 返 運 － ｱ)損益計算書に計上した費用の額：9

営費交付金 (消耗品費：2、旅費：3、その他の経費：4)

ｲ)自己収入に係る収益計上額：0

資本剰余金 ｳ)固定資産の取得額：0－

③運営費交付金収益化額の積算根拠

前年度より債務として繰越した学内配分研究プロジェクト業

計 9 務については、平成18年度に終了する事業であり、十分な成果

を上げたと認められることから、運営費交付金債務を全額収益

化。

期 間 進 行 基 運 営 費 交 付 －

準 に よ る 振 金収益

替額

該当なし資 産 見 返 運 －

営費交付金

－資本剰余金

計 －

費 用 進 行 基 運 営 費 交 付 418 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当

準 に よ る 振 金収益 ②当該業務に係る損益等

替額 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：418

資 産 見 返 運 － (人件費：418、その他の経費：0)

営費交付金 ｲ)自己収入に係る収益計上額：0

ｳ)固定資産の取得額：0

資本剰余金 － ③運営費交付金の振替額の積算根拠

業務進行に伴い支出した運営費交付金債務418百万円を収益

計 418 化。
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国 立 大 学 法

人 会 計 基 準 － 該当なし

第 7 7 第 ３ 項

に よ る 振 替

額

合計 427

③平成１８年度交付分

（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

成 果 進 行 基 運 営 費 交 付 100 ①成果進行基準を採用した事業等：教育改革経費、研究推進関係

準 に よ る 振 金収益 経費、連携融合事業、国費留学生支援事業

替額 ②当該業務に関する損益等

資 産 見 返 運 9 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：100

営費交付金 (消耗品費：4、旅費：12、人件費：16、その他の経費：68)

ｲ)自己収入に係る収益計上額：0

資本剰余金 ｳ)固定資産の取得額：9－

③運営費交付金収益化額の積算根拠

研究推進関係経費については、平成18年度に終了する事業で

計 109 あり、十分な成果を上げたと認められることから、運営費交付

債務全額28百万円を収益化。

教育改革経費のうち 「国際水準の社会科学コア・カリキュラ、

」 、 、ムの構築 事業については 計画に対する達成率が94％であり

当該業務に係る運営費交付金債務のうち27百万円を収益化。

国費留学生支援事業については、予定した在籍者数に満たな

かったため、当該未達分を除いた額18百万円を収益化。

その他の成果進行基準を採用している事業等については、そ

れぞれの事業等の成果の度合いを勘案し、26百万円を収益化。

期 間 進 行 基 運 営 費 交 付 5,102 ①期間進行基準を採用した事業等：成果進行基準及び費用進行基

準 に よ る 振 金収益 準を採用した業務以外の全ての業務

替額 ②当該業務に関する損益等

資 産 見 返 運 － ｱ)損益計算書に計上した費用の額：5,102

営費交付金 (人件費：5,100、その他の経費：2)

ｲ)自己収入に係る収益計上額：0

資本剰余金 ｳ)固定資産の取得額：0－

③運営費交付金の振替額の積算根拠

計 5,102 学生収容定員が一定数（85％）を満たしていたため、期間進

行業務に係る運営費交付金債務を全額収益化。

費 用 進 行 基 運 営 費 交 付 197 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当、建物新営設備費、

準 に よ る 振 金収益 移転費、 障害学生特別支援事業、認証評価経費、その他

替額 ②当該業務に係る損益等

資 産 見 返 運 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：197－

営費交付金 (人件費：180、その他の経費：17)

ｲ)自己収入に係る収益計上額：0

資本剰余金 － ｳ)固定資産の取得額：0

③運営費交付金の振替額の積算根拠
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計 197 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務197百万円を収益

化。

国 立 大 学 法

人 会 計 基 準 － 該当なし

第 7 7 第 ３ 項

に よ る 振 替

額

合計 5,408

（３）運営費交付金債務残高の明細

（単位：百万円）

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画

１８年度 成 果 進 行 基 準 教育改革経費

「 」 、を 採 用 し た 業 4 ・ 国際水準の社会学コア・カリキュラムの構築 業務については

務に係る分 当事業年度における本事業の目標をほぼ達成できたが、ソフト

、 、開発の一部については 本年度開発システムの運用状況をみて

さらに仕様をつめることとしたため、6％相当額を債務として翌

事業年度に繰越したもの。

連携融合事業

・ 日本IMFｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」業務については、当「

事業年度では、本プログラムを2回実施するとともに、公共政策

のネットワーク構築の基盤整備のためのデータ整備と予備分析

を行ったが、ネットワーク構築には更に詳細な仕様を決める必

要があるため、4％相当額（327,351円）を債務として繰越した

もの。

国費留学生経費

・国費留学生経費について、研究留学生の修士（正規生）及び学

部留学生（正規生）区分における在籍者が予定数に達しなかっ

たため、その未達分を債務として繰越したもの。

・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、中期

目標期間終了時に国庫納付する予定である。

期 間 進 行 基 準

を 採 用 し た 業 該当なし－

務に係る分

費 用 進 行 基 準 退職手当

を 採 用 し た 業 412 ・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用する予定。

務に係る分 認証評価経費

・翌事業年度に使用する予定。

計 416
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．関連会社及び関連公益法人等

Ⅸ

１．特定関連会社

特定関連会社名 代表者名

該当なし

２．関連会社

関連会社名 代表者名

該当なし

３．関連公益法人等

関連公益法人等 代表者名

該当なし


